
まず学生Ｂはその第一発言から、乙は甲の過剰行為につき責任を負わず、正当防衛

となると考える見解をとることがわかる。かかる見解は、共謀が及ぶ範囲について構

成要件に該当する行為のみならず、正当防衛の成否にかかわる事情も考慮する。した

がって、①にはｂが入る。そして、正当防衛の成否にかかわる事情も考慮すると、本

問の事例では、甲と乙は一緒に身を守るために防衛を加えていることから、防衛のた

めの限度でＸに暴行を加えることを共謀したと考えることになる。したがって、②に

はａが入る。

次に学生ＡはＢの第一発言を受けて、「Ｂ君と違い」と述べているので、Ｂと異なる

見解をとることがわかる。したがって、Ｂの見解と異なり、単にＸに暴行を加えるこ

とを共謀したと考えていることがわかるから、③にはｂが入る。そして、単に暴行を

加えることを共謀したと考えると、甲と乙の当初の共謀は甲の防衛行為を超えた過剰

行為についても及ぶことになる。したがって、④にはａが入る。

そして、学生Ｂは第一発言で検討したとおり、防衛のための限度でＸに暴行を加え

ることを共謀したと考えるのであるから、当初の暴行の共同実行の意思が侵害終了後

も当然継続するわけではない。したがって、⑤にはｂが入る。また、侵害終了後も共

同実行の意思が継続しないと考える以上、当初の共謀は過剰行為には及ばないと考え

ることになる。したがって、⑥にはｂが入る。

さらに、学生Ａはその第二発言で検討したとおり、当初の共謀が解消されない限り

過剰行為にも及ぶと考えるのであるから、新たな共謀がなくても、防衛行為と過剰行

為を一体のものとして考えることになる。したがって、⑦にはｂ、⑧にはｂが入る。

最後に、学生Ｂはその第二発言で検討したとおり、当初の共謀は過剰行為には及ば

ないと考えるのであるから、新たな共謀が成立したと認められない限り、過剰行為に

ついては責任を負わない。また，防衛行為と過剰行為を一体のものとは考えないこと

になる。したがって、⑨にはａ、⑩にはａが入る。

以上より、①から⑩には順に、①ｂ、②ａ、③ｂ、④ａ、⑤ｂ、⑥ｂ、⑦ｂ、⑧ｂ、

⑨ａ、⑩ａと入る。したがって、正解は１となる。

以上全体につき、前田・総論・458頁以下、山口・総論・302頁以下、百選Ⅰ・190頁

以下、前田・最新重判・84頁以下、論プロ・総論・80頁以下、C-Book刑Ⅰ・352頁以

下、C-Book刑Ⅱ・411頁以下参照。
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「2007年版　年度別・体系別　択一過去問　刑法

＜第６版　第１刷＞」(LD03257)

ご購入者各位
2006年9月25日

株式会社 東京リーガルマインド

司法試験部

＜お詫びと訂正について＞

この度は、「2007年版　年度別・体系別　択一過去問　刑法＜第６版
第１刷＞」(LD03257)をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本文1206ページにおいて、解説が印刷されていない状態になってしまっ
ております。
お手数ですが、右面の修正シールを貼りこんでいただけますようお願い

申し上げます。

お客様にご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。


